
山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
二
十
五
号
　
　
令
和
三
年
九
月
三
十
日

五
〇
一



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
二
十
五
号
　
　
令
和
三
年
九
月
三
十
日

五
〇
二

◉
　
令
和
二
年
度
に
お
け
る
人
事
委
員
会
の
業
務
の
状
況
に
つ
い
て

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
人
事
委
員
会
か
ら
令
和
二
年
度
に
お
け
る
人
事
委
員
会
の
業
務
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
二
十
五
号
　
　
令
和
三
年
九
月
三
十
日

五
〇
三



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
二
十
五
号
　
　
令
和
三
年
九
月
三
十
日

五
〇
四



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
二
十
五
号
　
　
令
和
三
年
九
月
三
十
日

五
〇
五



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
二
十
五
号
　
　
令
和
三
年
九
月
三
十
日

五
〇
六



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
二
十
五
号
　
　
令
和
三
年
九
月
三
十
日

五
〇
七



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
二
十
五
号
　
　
令
和
三
年
九
月
三
十
日

五
〇
八



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
二
十
五
号
　
　
令
和
三
年
九
月
三
十
日

五
〇
九

五
　
縦
覧
場
所
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階
　
山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

六
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
三
年
十
一
月
一
日
ま
で

◉
　
甲
府
都
市
計
画
道
路
事
業
の
施
行
に
つ
い
て

甲
府
都
市
計
画
道
路
事
業
の
施
行
に
つ
い
て
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六

十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称
　
甲
府
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
十
号
高
畑
町
昇
仙
峡
線

二
　
施
行
者
の
名
称
　
山
梨
県

三
　
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
貢
川
二
丁
目
一
番
八
号
　
中
北
建
設
事
務
所

四
　
事
業
地
の
所
在

1
　
収
用
の
部
分
　
山
梨
県
甲
府
市
千
塚
四
丁
目
及
び
山
宮
町
地
内

2
　
使
用
の
部
分
　
山
梨
県
甲
府
市
山
宮
町
地
内

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号

山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
中
　
　
島
　
　
琢
　
　
雄

山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
七
本
部
の
項
中
「
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
警
備
対
策
室
長
　
を
「
調
査
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
調
査
官
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
見
地
か
ら
の
意
見

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
甲
府
市

か
ら
聴
取
し
た
意
見
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
及
び
縦
覧
に

供
す
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
　
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
中
小
河
原
店
　

山
梨
県
甲
府
市
中
小
河
原
一
丁
目
千
五
百
七
十
五
番
三
外

二
　
届
出
の
内
容
　
新
設

三
　
届
出
の
公
告
日
　
令
和
三
年
五
月
十
三
日

四
　
意
見
の
概
要

1
　
交
通
安
全
対
策
の
実
施

2
　
騒
音
対
策
の
実
施

3
　
廃
棄
物
等
の
処
理
等

五
　
縦
覧
場
所
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階
　
山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

六
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
三
年
十
一
月
一
日
ま
で

◉
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
見
地
か
ら
の
意
見

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
笛
吹
市

か
ら
聴
取
し
た
意
見
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
及
び
縦
覧
に

供
す
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
　
（
仮
称
）
M
E
G
A
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
U
N
Y
石
和
店

　
山
梨
県
笛
吹
市
石
和
町
窪
中
島
字
新
開
町
百
五
十
四
番
地
外

二
　
届
出
の
内
容
　
変
更

三
　
届
出
の
公
告
日
　
令
和
三
年
五
月
十
日

四
　
意
見
の
概
要

1
　
交
通
安
全
対
策
の
実
施

2
　
防
災
・
防
犯
対
策
の
実
施

3
　
騒
音
対
策
の
実
施

4
　
廃
棄
物
等
の
処
理
等



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
二
十
五
号
　
　
令
和
三
年
九
月
三
十
日

五
一
〇


